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施行期限が2024年5月19日とされていた《中小企業

発展条例》（以下、本条例）における研究開発投資

税額控除、知的財産権の現物出資による株式取得

に対する課税の繰延、従業員の新規雇用と給与引

上に関する追加控除等の租税優遇について、経済

部が改正草案を制定し、立法院が2024年7月12日

に可決しました。本条例の主要な改正内容は以下

の通りです。

一、研究開発投資税額控除（第2条、第35条、第40

条）

今回の改正は、《有限責任組合法》の制定に

応じて、《産業革新条例》第10条を参考にし、

第2条に称する「中小企業」の範囲を「有限責

任組合」まで拡大するほか、第35条において

「有限責任組合事業」も研究開発投資税額控

除の適用対象として追加しています。施行期

間は2024年1月1日（遡及）から2033年12月31

日まで。

二、従業員の新規雇用と給与引上に関する追加控

除（第36条の2、第40条）

経済景気が一定の状況に達した時から適用で

きるという開始基準の規定及び増資又は新設

資本額の適用基準の要件が削除されました。

修正内容は次の通りです。

（一）従業員の新規雇用に関する追加控除

当該新規雇用台湾国籍従業員の年齢が24歳

以下又は65歳以上の場合は給与の100％追加

控除ができます。改正前の規定では、条件が

一定人数の24歳以下の台湾国籍従業員を新

規雇用する場合であり、その追加控除が50％

でした。

（二）給与引上に関する追加控除

法定基本給与の調整による台湾国籍の非管

理職従業員の給与引上げ以外の要因で給与

を引上げた場合、引上げ給与費用の追加控除

率が30％から75％に引上げられました。

（三）施行期間

2024年1月1日（遡及）から2033年12月31日ま

で。

中小企業発展条例の改正 – 租税優遇の延長
及び範囲拡大
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三、知的財産権の現物出資による株式取得に対す

る課税の繰延（第40条）

施行期間が2033年12月31日まで延長されます。

租税優遇内容は改正はありません。

四、租税優遇の重複適用の禁止（第36条の3）

その他の法律により租税優遇を適用している

場合、当該同一事項に対して本条例に定める

租税優遇を重複して適用することはできません。

即ち、同一事項が本条例に定める複数の租税

優遇要件を同時に満たす場合は、重複して適

用することができず、どちらかの適用を選択し

なければなりません。

KPMGの見解

経済部は本条例の改正に応じて、財政部と共同で

本条例の関連細則を改正しました。本条例の改正

について、KPMGの見解は以下の通りです。

一、本条例36条の2における中小企業従業員の新

規雇用と給与引上に関する追加控除の租税

優遇について、改正前は、「経済景気が一定

の状況に達した時から適用できる」と規定され

ており、またその関連細則に規定された適用

要件として、失業率が6ヵ月連続で3.78％に達

するという高い基準があったため、当該租税優

遇規定は実際には数年間しか適用されません

でした。今回の改正において、景気に関する適

用基準のほか、増資資本額に関する基準要件

も削除されました。これにより、租税優遇の適

用が経常化され、より多くの中小企業の当該

租税優遇の適用が可能となりました。

二、可決された本条例の内容では、従業員の新規

雇用と給与引上に関する追加控除の限度額

が共に改正前及び予告草案より増えています。

また、「従業員の新規雇用に関する追加控除」

の適用対象は現行の24歳以下の青年以外に

65歳以上の従業員も追加されています。さらに、

その追加控除率が100％まで引き上げられて

います。また、給与引上に関する追加控除率も

75％まで引き上げられています。これにより、

企業の高齢者従業員の雇用と給与の引上意

欲の向上を図っています。

三、「従業員の新規雇用に関する追加控除」と「給

与引上に関する追加控除」は2024年1月1日に

遡って適用されます。但し、重複適用は禁止さ

れていますので、企業は事前に関連書類を用

意し、最適な租税措置を評価した上で選定・適

用するようご検討ください。
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